
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

法
律
の
題
名
の
変
更

法
律
の
題
名
を
「
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
」
に
変
更
す
る
こ
と
。

（
題
名
関
係
）

第
二

会
社
の
目
的

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
は
、
中
間
貯
蔵
の
確
実
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保

を
図
り
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
速
や
か
に
低
減
す
る

こ
と
に
資
す
る
た
め
、
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
確
実
か
つ
適
正
な
処

理
そ
の
他
環
境
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
事
業
並
び
に
環
境
の
保
全
に
関
す

る
情
報
及
び
技
術
的
知
識
の
提
供
に
係
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
三

国
の
責
務

一

国
は
、
中
間
貯
蔵
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
の
確
実
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保
を
図
る
た
め
、
万
全

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）



二

国
は
、
一
の
措
置
と
し
て
、
特
に
、
中
間
貯
蔵
の
た
め
に
必
要
な
施
設
を
整
備
し
、
及
び
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
当
該
施
設
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
ほ
か

、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

第
四

株
式
の
政
府
保
有

政
府
は
、
会
社
が
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
事
業
を
営
む
間
、
会
社
の

発
行
済
株
式
の
総
数
を
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

政
府
の
出
資

政
府
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
会
社
は
、
当
該
政
府
の
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
出
資
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
又
は
準

備
金
を
、
第
七
の
経
理
の
区
分
に
従
い
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
六

事
業
の
範
囲

一

国
、
福
島
県
、
福
島
県
内
の
市
町
村
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者
（
二
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を



受
け
て
、
中
間
貯
蔵
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

二

国
等
の
委
託
を
受
け
て
、
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
収
集
及
び
運
搬
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

三

国
の
委
託
を
受
け
て
、
一
及
び
二
の
事
業
に
関
す
る
情
報
及
び
技
術
的
知
識
の
提
供
並
び
に
調
査
研
究
及
び
技
術
開
発

を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

四

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
並
び
に
環
境
の
保
全
に
関
す
る
情
報
及
び
技
術
的
知

識
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
関
係
）

五

一
か
ら
四
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
六
号
関
係
）

第
七

区
分
経
理

会
社
は
、
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
又
は
こ
れ
以
外
の
事
業
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
八

課
税
の
特
例

第
五
の
政
府
の
出
資
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
会
社
が
受
け
る
資
本
金
の
額
の
増
加
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
登
録
免
許
税



を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

第
九

検
討

政
府
は
、
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
中
間
貯
蔵
の
状
況
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
の

状
況
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
会
社
の
組
織
及
び
事
業
全
般
に
わ
た
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
原
始
附
則
第
三
条
関
係
）

第
十

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。（

附
則
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
七
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
最
終
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
九
条
関
係
）



四

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
十
条
関
係
）


